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研究の目的

　本研究の目的は，イタリアにおける文化遺産保
護政策について，世界遺産『ヴェネツィアとその
潟』を事例として取り上げ，公文書及び歴史資料
の分析から，イタリアの文化遺産保護政策の歴史
的経緯，国際法との関係，その内容等を確認する
とともに，政策により施行された施策・措置につ
いて考察することである。

1902年以前の文化遺産 
保護政策に対する考え

　1815 年ウィーン会議によって成立したフラン

ス革命とナポレオン戦争後のヨーロッパは，国際
条約によりウィーン体制が設立され，絶対王政を
復活させた。これを一般的に復古王政と呼ぶ。こ
の時期，イタリア半島では，両シチリア王国，教
皇領，トスカーナ大国，ルッカ公国，パルマ公
国，モデナ公国，サルディーニャ王国，ロンバル
ト王国など小さな王国がそれぞれの地域を統治
し，小国による分割統治が行われていた。
　1848 年，ヨーロッパ各国で革命がおこり（通
称：諸国民の春 , Primavera dei Popoli），ウィー
ン体制に陰りが見え始め，1859 年第二次イタリ
ア独立戦争として知られるサルディーニャ王国と
オーストリアハプスブルグ君主国との戦争で，サ
ルディーニャ王国がロンバルディアを併合するこ
とでイタリア半島の国際社会に変化が起き，サル
ディーニャ王国は，ヨーロッパで安定した地位を
獲得した。その結果，1861 年ウエストファレン
条約により廃止されていたイタリア王を復活さ
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せ，ヴィットーリオ・エマニエルⅡ世（Vittorio 
EmanueleⅡ）が即位することで，サルディーナ
王国は，イタリアの統一を図りイタリア王国

（Regno d’Italia）を樹立させた。その後，1866 年
にヴェネツィア，1870 年にローマおよび教皇領
を併合しイタリア半島を統一した。
　このイタリア王国は，1861 年から 1946 年まで
イタリア半島を統治した。1940 年，第二次世界
大戦期に日独伊の三国同盟を結成し，枢軸国とし
て戦争当事国となった。1943 年 9 月に連合国軍
と休戦協定を締結し，無条件降伏にて枢軸国から
離脱した。一方，同時期に，ムッソリーニを中心
としてイタリア北部にイタリア社会共和国が新た
に建国された。その後，幾多の戦線を経て 1945
年 4 月にパルチザンでムッソリーニは処刑され，
イタリア半島における戦いは終結を迎え，イタリ
ア社会共和国はイタリア王国へ併合された。その
後，臨時政府・国民解放委員会（Comitato di 
Liberazione Nazionale：CLN） に よ り 1946 年 6
月に王政の是非を問う国民投票が行われ，王政廃
止が決定し，共和制が採択されイタリア共和国が
設立された。
　このような背景から，イタリアにおける法令政
策は，1815 年以前と，ウィーン体制に準拠して
いた 1815 年から 1861 年までで大きく異なる。
　ウィーン体制下では，イタリア半島を割拠して
いた王国によって，小国が個々に文化遺産保護の
政策を行ってきた。
　1861 年以降は，イタリア王国としてイタリア
半島は（1870 年の普仏戦争時勃発以降はヴァチ
カン教皇領もイタリア王国による接収によりイタ
リア王国領内），おおよそ一つの国により統括さ
れていた。そのため，イタリアの近代法による文
化遺産保護は，1861 年以前とそれ以後の二つの
時期の政策に分けて考察する必要がある。
　そこで今回は，未だ不明瞭でよく整理されてい
ない，ウィーン体制以前の文化遺産保護政策につ
いて，ヴェネツィアの文化遺産保護政策を事例と
して，歴史的経緯とともに時代ごとの施策・措
置，手法などを確認する。

イタリア半島小王国割拠時代（1861年以前）

　小王国がイタリア半島の各地域を統制したこの
時代には，どのような文化遺産保護政策が行われ
ていたのであろうか。
　この時代の文化遺産保護政策の研究は，未だ十
分に行われていない。イタリアには小王国が数多
く存在する中，この時代の文化遺産保護政策を紐
解く事は，非常に大変な作業である。一方で，国
際情勢を鑑みれば，ウィーン体制前後のヨーロッ
パにおける文化遺産保護政策の研究ともなり，こ
の時代の研究は不可欠である。そこで，本稿で
は，ヴェネツィアが，ロンバルディア・ヴェネト
王国としてウィーン体制のリーダーであるオース
トリアによって統治されていた時代の文化遺産保
護政策について考察する。

ロンバルディア・ヴェネト王国時代

　ロンバルディア・ヴェネト王国の時代，オース
トリアが統治するようになったが，まず初めに行
われた文化政策は，1810 年のナポレオンの制圧
以降，移動された文化財などを回復することで
あった（1）。ヴェネツィアでは，サンタマリア・グ
ロリオーザ・ディ・フラーリ聖堂（Basilica di 
Santa Maria Gloriosa dei Frari）の修復が行われ
た。まず初めに，この聖堂は，1815 年にベネト
州の財産となり，隣接した場所に建てられている
小さなフランシスコ会の修道院に公文書館が設置
された。この公文書館は，“L’ARCHIVIO GEN-
ERALE VENETO, POI ARCHIVIO DI STATO” 
と呼ばれ，現在までヴェネツィアの歴史資料を保
管し，文化財を保護する機能を維持している。
　その他，ヴェネツィアの芸術文化の歴史保護で
重要な役割を果たしてきたのが，アカデミア

（Gallerie dell’Accademia di Venezia）である。
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Gallerie dellʼAccademia di Venezia 
―その歴史と役割―

　ヴェネツィアのアカデミアの始まりは，1750
年 9 月 24 日まで遡る。ヴェネツィア王国の上院
議会で，パドバの学術研究のため，研究施設が開
設されたとされる。パドバとは，ヴェネツィアを
含む州の名称であるが，その源流は，北イタリア
最古の都市「パドバ」を指す。パドバは，コムー
ネであり，共和制ローマ時代には，パタヴィウム
と呼ばれていたという（2）。
　1405 年にパドヴァがヴェネツィアの支配下に
置かれてから，1797 年までパドヴァは，ヴェネ
ツィアと共に歴史を歩んだ。その歴史の中で，
1509 年に教皇，フランス王国，神聖ローマ帝国，
スペイン王国が反ヴェネツィア共和国としてカン
ブレー同盟を締結し，ヴェネツィア領の解体を
図った。その際に，パドヴァは一時陥落し，ロー
マ 皇 帝 マ ク シ ミ リ ア ン 1 世（Maximilian der 
Große）の領地となったが，すぐにヴェネツィア
軍が奪回し，ヴェネツィアが引き続きパドヴァを
統治することとなった。その後，パドヴァの文民
であるポデスタと軍人隊長を，ヴェネツィア貴族
の 2 名がそれぞれ務める慣習が成立し，コムーネ
であるパドヴァをヴェネツィアが統治する形態が
長く続いた。
　この二人の貴族は，上院下院の二つの議会を取
り仕切り，自治政府の運営を切り盛りした。この
事実を鑑みれば，ヴェネツィアより古い歴史を持
つパドヴァの研究を，首都として栄えるヴェネ
ツィアの研究者が開始したことは，自然な流れで
ある。
　また，この古い都市の歴史研究が開始された背
景には，イタリアの歴史研究上の大きな発見が少
なからず関係していたと考えられる。その大きな
発見とは，南イタリアで発見された 1738 年のエ
ルコラーノ遺跡の発見と，1748 年のポンペイ遺
跡という古代ローマ都市の発見である。これによ
り，古い歴史研究，つまり，考古学による古代都
市の研究に人々は魅了され，1750 年にヴェネツィ

アのアカデミアで，ギリシャ神話のヒーローであ
るアンテノールが建設したと考えられているパタ
ヴィウムの研究を，開始するようになったのは，
自然の道理であろう。
　この社会的動向は，ネオ・クラシズム（新古典
主義）として知られている。この新古典主義は，
ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマン（Johann 
Joachim Winckelmann）の『ギリシア芸術模倣
論』（1755 年），『古代美術史』（1764 年）が，ギ
リシャや古代ローマの芸術や美術遺産を体系化
し，その理論を牽引したと言われている（3）。しか
し実際には，Winckelmann の影響より，先に大
きな影響を与えたのは，ギリシャ，ローマの古典
建築および都市建設に必要な技術，材料，機材に
関することが網羅されたマルクス・ウィトルウィ
ウ ス・ ポ ッ リ オ（Marcus Vitruvius Pollio） の

『De Architectura』であると考えられる。

Vitruvius　Poilla著 
『De Architectura』について

　この書物は，紀元前 1 世紀頃，共和制ローマ時
代に活躍した建築家である Marcus Vitruvius 
Pollio が著した建築理論書であり，ローマ帝国初
代皇帝のカエサル・アウグストゥス（G. J. Cae-
sar Augustus）（4）にささげられた書物と言われて
いる。
　Vitruvis のこの書は，時代により模写本や印刷
版（インキュナブラ版）が作られ，伝承された。
　伝承の過程で，Vitruvius の原書から少しづつ
改編が加わり，特に説明文書の部分は，そのオリ
ジナルの部分が不明確になっていると考えられて
いた。一方，1414 年にラテン語の研究で知られ
るポッジョ・ブラッチョリーニ（Gian Francesco 
Poggio Bracciolini）により，研究のために訪れ
たスイスのサンクトガレン修道院で Vitruvius の
オリジナルの原稿が発見され（5），注目を集めた。

初期ルネサンス期の文化遺産の保存

　15 世紀初頭に，文化遺産保存に関係した建築
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家たちが，Vitruvius の『De Architectura』に影
響を受けていたということは，初期ルネサンス期
の人文主義者レオン・バッティスタ・アルベル
ティ（Leon Battista Alberti）の動向によって裏
付けることができる。
　Leon Battista Alberti は『Della Pittura（絵画
論）』を著したことで有名である。一方，1451 年
に彼が執筆した『De re Aedificatoria（建築論）』
の内容は，Vitruvius の『De Architectura』に影
響を大いに受けていることが指摘されており（6），
建築家としての評価も高い。Leon Battista Al-
berti は詩人であり司祭で，芸術家や言語学者で
もあったが，建築に興味をもった理由は，彼が教
皇領の記念物監督官の職に就いたことも無関係で
はないだろう（7）。
　彼は，友人の紹介により記念物監督官の職に就
いた。建築家としては経験が浅いが，前向きに取
り組んでいたことが当時の記録などによって明ら
かになっている。
　Leon Battista Albertiが，トレビの泉をはじめ，
多くの歴史的建造物の修復を担当したことは当時
から多くの人々に知られており（8），有名な Leon 
Battista Alberti がローマの中心で担当していた
保存修復工事群が，その当時の文化遺産保護政策
担当者から注目されていたということは，想定さ
れ得る事象である。
　つまり，彼の修復への考え方や修復手法，修復
の際に用いる材料を，建築家たちが自身の仕事と
して請け負っている歴史的建築物の修復に取り入
れようと考えていたことは容易に推測できる。ま
た同様に，彼の本が，1485 年に世界初の印刷本
として大量生産されたことも，他のローマから離
れた土地で働いているルネッサンス期の建築家た
ちへ影響を与えたと考えられる。
　1485 年に出版された本はラテン語であったが，
1546 年にはイタリア語版が出版され，1550 年に
は標準イタリア語版の形で出版された。そして，
彼の模範となっていた Vitruvius の『De Archi-
tectura』は，写本の形で伝承されてきたが，写
本の特有の経緯により，多くのミスや改変，削除
を含む編纂等を経験し，ほとんどのイラストが失

われた形で伝承されてきた。そのことから，Vit-
ruvius の『De Architectura』は，1414 年のスイ
スのサンクトガレン修道院での大発見がきっかけ
となり，1486 年にジョヴァンニ・スルピティオ・
ダ・ヴェロリ（Giovanni Sulpizio da Veroli）に
よって印刷本として当初の形をとどめたまま失わ
れていたイラストを加えて再発表された（9）。
　つまり，Leon Battista Alberti の本の方が，元
祖と目されていた Vitruvius の『De Architectu-
ra』より早く印刷版で広く世の中に普及していた
という点が，非常に面白い。
　Vitruvius のイタリア語版については，1520 年
代にすでに出版されているので，これは Leon 
Battistra Alberti よりずっと早くに出版されてお
り，このイタリア語版への翻訳では，ミラノで活
躍した建築家ドナト・ブラマンテ（Donato Bra-
mante）の紹介により，セザール・ディ・ロレン
ツォ・セザリアノ（Cesare di Lorenzo Cesaria-
no）が新しいイラストとともに翻訳した。特に，
この時期には，Donato Bramante の友人でもあっ
たレオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo da Vin-
ci）なども Vitruvius の『De Architectura』に影
響を受けていることも知られている（10）。ゆえに，
この時代の建築家は，古典的な文化や科学技術の
研究にいそしんでおり，Vitruvius の『De Archi-
tectura』は，彼らの新しい建築にも直接的に影
響を与えたということが考えられる。
　これは古典建築の復活という形で，ルネッサン
ス期の建築の新規建築や改修工事を含む修復に影
響をあたえたとみなすことができ，非常に興味深
い事実である。
　 ま た さ ら に，Leon Battista Alberti は，1446
年にフィレンツェで，ファサードにローマのコ
ロッセウムを参考にして「オーダー（Order）」
を用いた装飾を持つ建築「パラッツォ・ルチェラ
イ（Palazzo rucellai）」の設計を行っている（11）こ
とからみても，彼は古代建築の円柱もしくは，そ
の秩序つまり「オーダー（Order）」に関して関
心を抱いていたということは明らかである。
　Leon Bttista Alberti は 1451 年までに著書『De 
re Aedificatoria』を著し，1485 年にはこの本の
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ラテン語版がフィレンツェで出版されている。さ
らに 1546 年にはヴェネツィアでイタリア語訳が
発刊されている。
　16 世紀初頭にヴェネツィアに Vitruvius の思想
に基づいて建設されたとみられる多くの建築物が
残存していることが，最近の研究で明らかになっ
ており（12），Vitruvius の影響については先行研究
で数多く言及されている。しかし，当時の状況を
鑑みれば，Leon Battista Alberti の著書『De re 
Aedificatoria』も影響を与えているとも考えられ
るのではないだろうか。
　Leon Battisata Alberti の Order の解釈がすぐ
れていたとは言い切れないが，彼が建築監督を務
めたフィレンツェの「Basilica di Santa Maria 
Novella（サンタマリア・ノッヴェラ教会）（図
1）」は，1457 年から 1478 年にかけて Leon Batti-
sata Alberti によって改修された。
　彼は，特に大きな中央扉を設置し，古代建築の
中で最も重要な要素である Entablature を追加

し，コリント式の柱を用い，Rucellai（ルチェラ
イ）家の紋章である風に膨らんだ帆とロープで装
飾した Cornice を設置し，Architrave（まぐさ）
の部分には，ラテン語でジョバンニ・ルッチェラ
イの名と，1470 年という完成年を記した。
　Leon Battisata Alberti は，ファサードには，
フィレンツェロマネスクに多用される大理石の寄
木細工のような色美しい様々な色の大理石を使っ
た象嵌技法を用いながら，当時のフィレンツェを
中心としたプラトニック哲学を意識し，幾何学と
数学的研究成果を盛り込んだ。また，多色の大理
石で装飾する技法は，この建築の要となってい
る。古代建築のパンテオンの様式に触発され，古
典的な柱と柱のモチーフが囲まれた格子状象嵌細
工で装飾した帯状装飾を施こす際にも用いられ
た。入口の上には，大きな円形窓があり，その両
側には，象嵌大理石のロゼッタで装飾した二つの
耳を取り付け，より一層華やかさになるように配
慮しており，中世時代の建築様式を残したまま印

図 1　Santa Maria Novella



380 イタリアにおける世界遺産保護に関する研究　Ⅱ

象を変え，華麗なファサードを作り上げた。この
ように，技術や地域の趣味嗜好を取り入れながら
古典をも取り入れるという，自由でありながら
も，そこに一つの知性と教養を取り込む改修工事
をやってのけた。彼の仕事ぶりには，多くの人々
が驚嘆の声をあげるとともに称賛の声を浴びせた
ことは疑う余地もない。きっと彼の腕前に，同業
者である建築家たちは大いに唸ったに違いない。

16世紀における歴史的建造物への対応

　16 世紀半ばには，アンドレア・パラディオ
（Andrea Palladio）とダニエル・バルバロ（Dan-
iele Barbaro）が，1551 年から 1554 年にかけて，
Vitruvius の『De Architectura』に基づき，ロー
マにて古代建築の研究をはじめた（13）。
　Andrea Palladio は，古代建築を基礎としなが
らも，イタリアのルネサンス期に傑作を生みだし
たドナト・ブラマンテ（Donato Bramante）やラ
ファエロ・サンティ（Raffaello Santi）の作品群
も実際に見学しながら，その手法を学んだ。特
に，Donato Bramante の建築では，レオナルド・
ダ・ビンチから影響を受けたと言われる集中型

（有心型）教会様式を学んだ（14）。
　そして，Andrea Palladio らは，ヴェネツィア
の都市計画が，この Vitruvius の『De Architec-
tura』に記されている様式，つまり，円柱と梁で
構成される秩序ある順列によって配列する規律

（構成法）＝「Order」によって成立しているこ
とを発見した（15）。
　これは，①礎盤，柱身，柱頭の 3 つから構成さ
れる独立円柱と水平梁からできていること。②
オーダーはその装飾を含めて定型化されているこ
と。③ドリス式，コリント式，イオニア式，トス
カナ式，コンポジット式の 5 種類に分かれること
を理解したということである（16）。
　この「Order」こそが，建築における古典様式
の要であると感じたのか，自書の『建築四書

（1570）』にそれを詳しく著している点に注目した
い。彼の思考のヒントになったのは，Vitruvius
の『De Architectura』にその源泉があるとは思

われるが，Leon Battista Alberti の著書『De re 
Aedificatoria』，（ラテン語版 1485 年）も無関係
ではないだろう。実際にもっとも影響を与えたと
考えられるのは，この時期にヴェネツィアで建築
様式を研究していたセバスティアーノ・セルリオ

（Sebastiano Serlio） が 1537 年 に 出 版 し た 『I 
sette libri dell’architettura （ 別 名 Tutte l’opere 
d’architettura et prospettiva）（建築五書）』（17）

であると思われる。
　その理由は，彼の提唱したファサードモデル
が，古典を取り入れた形式で，Basilica di Santa 
Maria Novella の改修工事をかなり意識したもの
であったからである。つまり，ヴェネツィアの歴
史的建造物の修復には，フィレンツェで行われた
改修工事の手法が取り入れられたと見るのが妥当
だろう。もちろん，Leon Bttista Alberti は 1451
年までに著書『De re Aedificatoria』を著してお
り，1485 年にはこの本がフィレンツェでラテン
語版が出版されているため，内容が不十分である
とはいえ，この書籍が少なからず Basilica di 
Santa Maria Novella のファサード改修へ影響を
与えていることや，ヴェネツィアでイタリア語訳
が 1546 年に発刊され，Andrea Palladio らが自書
を執筆していた時期と重なることなど，これら二
つの歴史的建築の教本が，ヴェネツィアの文化遺
産保存および修復に影響を与えていたとしても矛
盾はない。
　彼らのヴェネツィアの建築研究の成果は，当
時，建築に起こっている問題を解決する手がかり
を見つけようとする中で，新規の工事で試みてい
たことが指摘されており（18），その事例を，以下，
検討する。

16世紀の保存修復の事例 
Basilica di san Giorgio Maggioreの事例

　Andrea Palladio は，1565 年に Basilica di San 
Giorgio Maggiore の改修工事を手掛けた。1566
年以降，1575 年までの仮完成までの間に，大幅
改修という名の新規建設（増築）が行われた。そ
の後，内装などの整備が続けられ，1610 年に完
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成に至った（19）。
　しかしこの改修に関しては，ファサードの改修
より内部の改修工事に力が入れられていたように
見受けられる。また，なぜこの時代，文化遺産保
存において，歴史的建造物に大幅改修がなされた
のか？という疑問も自然と生じてくる。
　Basilica di San Giorgio Maggiore は，790 年頃
に建設された浮島に建てられた歴史ある教会であ
り，982 年以降は，ヴェネディクト派の修道院と
して利用されるようになった。1233 年に地震に
より崩壊してしまうが，修道士の手によりその建
物もその後再建された。このような高い歴史性を
もつ貴重な教会を，なぜわざわざ大幅改修したの
か。その答えに答えるには，その時代の文化的情
勢が大きな影響を及ぼしていたことを指摘しなけ
ればならない。

16世紀の宗教改革と文化政策

　1545 年から 1563 年にかけ，トレント公会議が
開催された。この会議は，マルティンルター

（Martin Luther）を中心とする宗教改革の動きと
呼応して開催された会議であり，カトリック教会
の刷新と自己改革のために行われたものであっ
た。特に，1562 年の教皇ピウス 4 世の時代には，
秘跡や聖物の扱いの討議が中心として行われるよ
うになった。
　プロテスタントと立場を異とする七つの秘跡に
ついての議論が活発に行われるようになると，聖
人や聖遺物への崇敬，教会の伝統に由来する教義
など，“ 遺産 ” に対する興味関心がより一層高く
なった。先行研究によれば，多くの建築に対して

「Rinnobamento（復興）」がおこなわれ，オリジ
ナル様式を改変する修復工事がおこなわれたこと
が指摘されている（20）。このような背景により，
歴史的建築物の代表でもある教会や遺跡に対して
も，形式を重んじ，聖なる遺物の偉大さをより一
層表現することが奨励されるようになったと考え
られる。
　この他，同時期に Andrea Palladio が手掛けた
文化遺産の保護政策では，中世期の建物や道，広

場，教会，塔など公共物全てに対して，古代の規
律である「Order」を取り入れながら保存修復等
が行われていた（21）ことが知られている。
　これは，この時期の文化遺産保護において，歴
史的建造物や遺跡の保存修復という行為は，前時
代の様式を継承することよりは，歴史性の評価を
高めるための行為に主眼がおかれ，古代の遺物や
遺跡を発掘し，それらを “ 回復する ”，つまり端
的に言えば，当世に古代の遺物や様式（スタイ
ル）を復元する（取り入れる）ことであったとい
えよう。しかし，Andrea Palladio の手がけた修
復 で は， 形 式 の 部 分 に は Sebastiano Serlio が
1537 年に出版した『I sette libri dell’architettura

（ 別 名 Tutte l’opere d’architettura et prospetti-
va）（建築五書）』の影響はみられず，これは他
の地域で数多く取り入れられてきた古典に準拠し
た修復のテクニックとは決別するかのような強い
意志を感じさせるものであった。そこから，その
独自性と新しい保存修復へのまなざしが見てとれ
る。
　そのため，Andrea Palladio の Basilica di San 
Giorgio Maggiore に対する文化遺産の保存修復
においては，荘厳化の行為が行われたものの，そ
の荘厳化には，意匠や形式による装飾に依存した
ものではない修復理念があったことが容易に推測
できる。当世に古代のスタイルを復元するにあ
たっては，古代の寸法や様式との調和が必要であ
り，これらをアジャストさせるためには，古典技
法や伝統技術，意匠史の研究は不可欠である。
　そのため，当時の建築家などが，Vitruvius の
手法を研究していたというのは，道理が通ってい
る。しかし一方で，それだけではない，修復テク
ニックで修復や改修をしようとする努力が見て取
れる点にも注目できる。

16世紀のヴェネツィア 
― 収集された可動文化遺産と歴史的建造物 ―

　15 世紀以降，イタリアでは，芸術家は古代ロー
マ，ギリシャなど，古代の芸術作品の古典技法や
モチーフに関心がもたれたことは，先述した通り
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である。これは，学術研究書が書かれたというだ
けではなく，可動文化遺産の収集が流行したとい
うことでも，その社会的動向を把握することがで
きる。
　“Collezionismo” という「コレクション」の流
行により（22），古代の芸術作品が発掘され，収集
の対象として売買され，収集品を用いて家や庭を
装飾するようになった（23）。ヴェネツィアでは，
パドヴァやアクレイアなどの古代ローマの文化を
起源とする都市や，アドリア海を支配していたこ
とから，ロードス島やキプロス島などのギリシャ
文明の流れをくむ文化圏など，これらの古代の芸
術作品群が人々の収集の的となった。その結果，
公共建築や富裕層家々に，これらの芸術作品が集
められ，それぞれの庭や家屋に飾られた（24）。こ
の時期のコレクションとしてよく知られているの
は，1523 年 8 月 16 日にヴェネツィア市へ寄贈さ
れたドメーニコ・グリマーニ枢機卿（Domenico 
Grimani）のコレクション群である（25）。 Domeni-
co Grimani は，遺言を残し，自身の古代ローマ，
ギリシャの彫刻や大理石，ブロンズ彫刻等のコレ
クションをヴェネツィアに寄贈した（26）。その後
1587 年にも，Gevanni Grimani も，古代ローマ
やギリシャなどの古代彫刻を寄贈した。これら
は，Museo del Palazzo Grimani と呼ばれるヴェ
ネツィア考古学博物館のコレクション群の基礎と
なっている。
　Museo del Palazzo Grimani は，Domenico Gri-
mani の邸宅であるが，この邸宅の装飾からも，
その当時の文化遺産の保存および修復の様子が理
解できる。壁や天井画が，フレスコ画や漆喰に
よって装飾されているが，これらにも，ローマの
古代様式を取り入れている。また，漆喰には Do-
menico Grimani が所有していたとみられるカメ
オを模したレリーフが嵌められていた。Tribuna
と呼ばれる部屋は，邸宅の中央に計画的に博物館
として設置した彫刻を飾るための空間であり，壁
面には古代の神殿を模した豪華なレリーフが埋め
込まれた棚が設置されていた。これらを見ても，
歴史的価値を有する建築物は，豪華に装飾される
べきであり，コレクションとして飾られる彫刻を

よりよく見せるために調和させることが，改修，
つまり歴史的建造物の保存修復におけるポイント
であった様子が如実に表れている。

18世紀の文化遺産保護 
― ナポレオンによる文化遺産保護政策 ―

　18 世紀にはいると，グランドツアー流行の影
響もあり，イギリスやフランスにおいて古代ロー
マ時代の美術品や考古遺物がもてはやされた。
　1753 年にロンドンの大英博物館が創設され，
1793 年にはパリのルーブル美術館が設立された。
　イタリアでは，1796 年 3 月ナポレオン（Napo-
leon Bonaparte）がイタリアに侵略し，全土を席
巻した際，パルマ公国からは，コレッジョとミケ
ランジェロなどの作品（1796 年 5 月 9 日）を休
戦の条件としてフランスへ譲渡する約束を取り付
け，ミラノでは，ラファエロ，ルーベンス，ル
イーニ，ジョルジョーネ，ダヴィンチ，ティツィ
アーノ，コレッジョ等の作品を休戦の条件として
譲渡するよう，パルマ侯爵とモデナ侯爵に要求し
た（1796 年 5 月）（27）。また，ボローニャの休戦条
約でも，同等の要求をヴァチカンに対し行い，

「ジュニウス・ブルータスのブロンズ胸像や，ブ
ルータスの大理石胸像」等を手に入れた。これら
の条件は，トレンティーノ条約（1797 年 2 月）（28）

によって正式に受け入れられ，これらの可動遺産
は，フランスへと移動された。
　ヴェネツィア共和国がカンポ・フォルミオ条約
によりオーストリア帝国へ吸収され，7 世紀末か
ら 1000 年以上続いたヴェネツィア共和国は，消
滅した。これにより，ヴェネツィアは，独自に築
き上げてきた文化を持ちながらも，ロンバルディ
ア・ヴェネト王国として，他国の支配下にあり，
他国人によって指揮される文化政策を受け入れな
ければならない立場に立った。
　また，トレンティーノ条約（Tolentino on feb-
ruary 19th, 1797）により，ナポレオンの侵略後，
すぐにヴェネツィアのアカデミアは閉鎖され，ア
カデミア以外にも公共建築物や教会等の宗教建築
物が閉鎖された。
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　そしてナポレオンは，1797 年 5 月にヴェネツィ
アの教会から数多くの美術品や考古遺物を持ち出
した（29）。サンマルコ大聖堂からは，有名な 4 頭
の馬を略奪した。この略奪された馬は，カルーゼ
ル凱旋門（Arc de Triomphe du Carrousel）と
してパリのテュイルリー宮殿の入り口に勝利を祝
して創設した門の最上面に設置された。
　サンジョルジョマッジョーレ聖堂からは，パオ
ロ・ヴェロネーゼ（Paolo Veronese）作の《カナ
の婚礼（1562）》や，Pala di Fiesole, San Domen-
ico からはフラ・アンジェリコ作《聖母戴冠》な
どを略奪し，フランスへ運んだ。1797 年のカン
ポ・フォルミオ条約（30）によりイタリア諸都市か
らフランス政府に芸術作品群を正式に寄付するこ
とが取り決められ，これらは合法行為として実行
された。
　この国外移管の目的は，公共財として国民すべ
てと供するためである。これら公共財となった美
術品や考古遺物はルーブル美術館へ収蔵され，鑑
賞の機会が設けられた。
　その結果，かつてフランス・ブルボン王朝の宮
殿であったルーブル宮殿は，美術館となり公共の
場として開放されるに至った。
　この公共政策は，ナポレオン法（31）の下で，文
化政策としてイタリアの覇者であるナポレオン自
身によってヴェネツィアにも持ち込まれた。
　ナポレオンは，ヴェネツィアの教会を閉鎖した
際，数多くの美術品を持ち出し，今まで研究の場
であり専門家を養成するための高等専門機関とし
ての学校であった Galleria dell’Accademia　（ア
カデミア）を，美術館として開放した。
　厳密にいえば，1756 年に美術学校付属の資料
館として美術館が作られ，ナポレオンは，この美
術館にヴェネツィアの教会が所蔵していた価値あ
る美術品や考古遺物を持ち込んだ。
　また，専門家育成のための手本とされてきた研
究所や美術学校所蔵のティッチアーノをはじめと
する優良作品群が，一般へと公開される機会がも
たれるようになった。

1861年以降の文化遺産保護政策

　1861 年以降の文化遺産保護政策は，古美術監
督局の公文書によりその動向を把握することがで
きる。この目録は，1860 年から 1891 年にかけて，
古美術監督局によって作成されたものである。こ
の資料は，“Primo Versamento” として知られて
いる。
　イタリア王国が統一された後，1861 年に公共
機関として，教育省が管理統括する部門の中に，
美術，博物館，発掘，音楽院，科学および文学ア
カデミー，評議会，科学展示，図書館，公文書
館，国家史の代表議会，劇場，総務の各部署が設
立された。
　1862 年 12 月には，国王通達 No. 4474 が発令さ
れ，「美術協議会（Consulta di belle arti）」が設
置された。
　1863 年から 1874 年にかけて，部署は統廃合を
続けながら整備が行われた。その後，1875 年に
芸術局が設置され，芸術総監が配備された。その
ため，一緒であった発掘および博物館部門は，
division 2 として別の局として独立した。1880 年
に発掘および博物館部門は，古代美術および芸術
局の総括監督者となり，芸術局の機能が発掘およ
び博物館局へ吸収され統廃合された。一方，古美
術および芸術の組織は，イタリア王国の行政統一
を図る上でより複雑な問題を抱え，行政統一のプ
ロセスは困難を極めた。
　その理由は，小国がそれぞれ独自の法令や規定
を持っており，それらを一つ一つカバーしながら
統合しなければならなかったからである。しかし
記録によれば，芸術や古美術の分野では，保護法
の観点からその整備が図られたとみられる。
　1872 年国王通達 No. 662 では，歴史，考古学，
古地理の諮問委員会が設立された。その後 1874
年国王通達 No. 2033 では，考古学と美術の中央
協議会が設立され，彼らにより 1875 年 3 月 28 日
国王通達 No. 2440 で，美術品および考古発掘監
査官が任命された。1881 年には中央協議会は廃
止され，1891 年国王通達 No. 392 により，美術
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品および考古発掘監査官も廃止され，高等教育局
の古代美術部門と現代美術部門に引き継がれ
た（32）。また，1892 年 8 月 21 日国王通達では，各
地方にある歴史的建造物の目録が収集され，それ
ぞれの記録作成のために，測定と写真撮影を行う
中央委員会が設置されることとなった（33）。そし
て 1894 年 4 月 27 日国王通達 173 号では，歴史・
考古学に関する高等委員会が設置された（34）。
　これらの整備の結果，1902 年に出来上がった
のが，「portante disposizioni circa la tutela e la 
conservazione dei monumenti ed oggetti aventi 
pregio d’arte o di antichità　（芸術的価値または
歴史的価値を有する建造物およびその他物件の保
護および保存に関する法令：ナシ法）」（35）と呼ば
れる法律である。以上のことから 1861 年以降，
施策実行機関等の整備が進み，措置も具体的に定
められたことがわかる。

結　論

　既存研究では，1902 年以前のイタリアの文化
遺産保護政策では，歴史的建造物の保存修復の基
本に，ナポレオンのイタリア統治期におけるコ
ロッセウムの保存修復などを事例とし，フランス
のナポレオン法の影響が大きいとみなされてき
た。しかし，イタリア半島が統一される前の 15
世紀まで遡りイタリア半島が小さな王国によって
割拠されていた時代の文化遺産保護政策を確認し
たところ，イタリア独自の文化遺産保護政策や修
復に対する思想があったことを確認した。その結
果，本研究によって明らかになったのは，以下の
点である。
　① 　文化遺産保護にあたっては，Vitruvius の

『De Architectura』が大きな影響を与えてい
た。

　② 　文化遺産の保存修復は，古典建築を研究し
た建築家が担当し，古典建築の技法や Order
と呼ばれる古代建築の規律を取り入れた修復
が行われていた。

　③ 　Leon Battista Alberti が担当したフィレン
ツェの歴史的建造物の修復は，以後の建築家

に大きな影響を与えた。一方で，ヴェネツィ
アの文化遺産の修復事例では，その修復手法
の影響があったものの，従来の有名建築家ら
によって著された建築に関する書籍によらな
い，大幅改修という新規建設と修復を組み合
わせた独自の修復方法を試みた形跡がみられ
た。
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